
 報告第６号   

 

令和元年度伊丹市工業用水道事業会計予算の繰越し使用することの報告について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定により，令和元年度伊丹市工業用水道事業会計予

算に計上の費目の一部は，年度内に支払義務が生じなかったので，その額を別記令和元年度伊丹市工業用水道事業会計予

算繰越計算書のとおり，令和２年度へ繰り越して使用することとした。 

 よって，同条第３項の規定により，議会に報告する。 

 

令和２年６月８日提出 

 

伊丹市長  藤原 保幸 
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